
                                 

事件の受付を担当する裁判所書記官が保管金に関する事務を取り扱う場合について 

 

平成１２年８月３１日総三第９６号高等裁判所長官、地方、家

庭裁判所長あて事務総長通達 

 

改正 平成１３年１２月２８日総三第１３３号 

   平成２０年 ２月 ５日総三第000118号 

   平成２１年 ２月１６日総三第000141号 

平成２７年１１月２６日総三第１３０号 

令和 ６年 ７月 ２日総三第２１３号 

 

裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関する規程（昭和３７年最高裁判所規程第３号）の規定に基

づき、標記の場合について下記のとおり定めましたので、これによってください。 

なお、簡易裁判所に対しては、所管の地方裁判所長から伝達してください。 

記 

 裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関する規程第３条に規定する「最高裁判所が別に定める場合」

は、民事裁判事務支援システム（高等裁判所及び地方裁判所において用いる場合に限る。）、ｅ事件管理

システム又は民事執行事件処理システムを用いて、事件の受付に関する事務を処理する場合とする。 

付 記 

 この通達は、平成１２年９月４日から実施する。 

付 記（平１３．１２．２８総三第１３３号） 

 この通達は、平成１４年１月４日から実施する。 

付 記（平２０．２．５総三第000118号） 

 この通達は、平成２０年２月１２日から実施する。 

付 記（平２１．２．１６総三第000141号） 

 この通達は、平成２１年２月１６日から実施する。 

付 記（平２７．１１．２６総三第１３０号） 

１ この通達は、平成２７年７月２１日から適用する。 

２ 平成１２年８月３１日付け最高裁総三第９６号事務総長依命通達「事件の受付を担当する裁判所書記

官が保管金に関する事務を取り扱う場合について」の標題の次に「（依命通達）」とあるのを「（通達

）」と補正する。 

３ 他の通達等中「平成１２年８月３１日付け最高裁総三第９６号事務総長依命通達「事件の受付を担当



                                 

する裁判所書記官が保管金に関する事務を取り扱う場合について」」とあるのは「平成１２年８月３１

日付け最高裁総三第９６号事務総長通達「事件の受付を担当する裁判所書記官が保管金に関する事務を

取り扱う場合について」」と読み替えるものとする。 

付 記（令６．７．２総三第２１３号） 

この通達は、令和６年７月１６日から実施する。 


